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はじめに	

	

	

平成 28 年度における臨床心理分野専門職大学院の認証評価報告	

	

公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会は、我が国における臨床心理学的諸実践の進

歩と正当な社会的適用に資するために、臨床心理士の資格認定、国内における心理臨床活

動の充実と向上のための事業とともに、臨床心理士を養成するための大学院教育の充実、

発展に寄与すべく事業を展開しております。平成 21 年９月には臨床心理分野専門職大学院

の認証評価機関として文部科学大臣の認証を受け、専門職大学院の教育活動等の水準の維

持及び向上を図るとともに、その個性的で多様な発展に資することを目的として、認証評

価を実施してまいりました。	

平成 28 年度においては、鹿児島大学大学院、広島国際大学大学院、帝塚山学院大学大学

院の第２回目の認証評価を実施いたしました。当該３大学院は第１回目の認証評価で適合

と認定された後も着実な展開が続けられ、現代社会における心の問題の複雑化、多様化に

対応できる理論と実務を架橋する高度専門職業人としての専門性を備えた臨床心理士を養

成する教育課程として、今回も当協会が定める評価基準に適合している結論を得られたこ

とは、誠にご同慶の至りです。	

ここに、平成 28 年度認証評価結果をご報告いたします。臨床心理分野専門職大学院の教

育活動等が、広く国民の皆様のご理解とご支持が得られることを期待しております。	

最後になりましたが、この場をお借りして、平成 28 年度の認証評価事業にお力添えをい

ただきました関連委員の皆様をはじめ、関係各位に心より御礼申し上げます。	

	

	

平成 29 年３月 31 日	

公益財団法人	日本臨床心理士資格認定協会	

専務理事	 	 	 藤	 原	 勝	 紀	
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Ⅰ	 平成 28(2016)年度臨床心理分野専門職大学院の認証評価について	

	

	

	

１	 臨床心理分野専門職大学院の認証評価の目的	

平成 17 年４月より、心の問題の複雑化・多様化に対応できる高度専門職業人を養成する

ための臨床心理分野専門職大学院の設置が始まった。質の高い心の専門家の養成を進める

ためには、大学院設置後の教育活動等の質を保証することが重要である。そのためには、

第三者による評価制度（適格認定）は、不可欠なものである。	

	 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会は、平成 21 年９月４日付で臨床心理分野専門

職大学院の認証評価機関として文部科学大臣から認可を受けた。本協会が実施する認証評

価の目的は、次のとおりである。	

	

	 本協会が、大学院からの求めに応じて実施する認証評価においては、我が国の専門職大

学院の教育活動等の水準の維持及び向上を図るとともに、その個性的で多様な発展に資す

ることを目的として、本協会が定める専門職大学院評価基準（以下、「評価基準」という）

に基づき、次のことを実施する。	

（１）専門職大学院の教育活動等の質を保障するため、専門職大学院を定期的に評価し、

教育活動等の状況が評価基準に適合しているか否かの認定をすること。	

（２）専門職大学院の教育活動等の改善に役立てるため、専門職大学院の教育活動等につ

いて多面的な評価を実施し、評価結果を専門職大学院にフィードバックすること。	

（３）専門職大学院の活動について、広く国民の理解と支持が得られるよう支援及び促進

していくため、専門職大学院の教育活動等の状況を多面的に明らかにし、それを社

会に示すこと。	

	

	

２	 平成 28 年度専門職大学院の認証評価への申請校	

平成 28 年度専門職大学院の認証評価の申請校は、以下の３大学院であった。	

	

国立大学法人	 鹿児島大学大学院	臨床心理学研究科	臨床心理学専攻（専門職学位課程）	

学 校 法 人	 広島国際大学大学院	心理科学研究科	実践臨床心理学専攻（専門職学位課程）	

学 校 法 人	 帝塚山学院大学大学院	人間科学研究科	臨床心理学専攻（専門職学位課程）	
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３	 認証評価を担当する組織と体制	

本協会は、認証評価委員会、判定委員会（判定評価チーム）、申し立て審査委員会を設け、

臨床心理分野専門職大学院の認証評価を実施している。	
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（委員６名／幹事２名） 

 
【評価対象Ｃ大学院】 

 

判定評価チーム 
 

（委員６名／幹事２名） 

 
作業委員会 
（４名） 

 
作業委員会 
（４名） 

 
作業委員会 
（４名） 
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（１）認証評価委員会委員（定数 10 名/現在数 10 名）	 ◎委員長（１名）	 ○副委員長（２名）	

◎藤原	 勝紀（公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会・専務理事/京都大学・名誉教授）	

○村山	 正治（学校臨床心理士ワーキンググループ・代表/九州大学・名誉教授）	

○結城	 章夫（前国立大学法人山形大学・学長/山形大学・名誉教授）	

石川	 	 啓（日本臨床心理士養成大学院協議会・顧問/関西大学・名誉教授）	

大塚	 義孝（公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会・顧問/京都女子大学・名誉教授）	

久保	 千春（九州大学・総長）	

鶴	 	 光代（一般社団法人日本心理臨床学会・理事長/東京福祉大学・教授）	

平木	 典子（統合的心理療法研究所・顧問）	

村瀬嘉代子（一般社団法人日本臨床心理士会・会長/大正大学・名誉教授）	

山中	 康裕（京都ヘルメス研究所・所長/京都大学・名誉教授）	

	

（２）判定委員会委員（定数 15 名以内/現在数 14 名）	 ◎委員長（１名）	 ○副委員長（２名）	

◎伊藤	 良子（京都大学・名誉教授）	

○岡本	 淳子（国際医療福祉大学大学院・特任教授）	

○名取	 琢自（京都文教大学・教授）	

青木紀久代（お茶の水女子大学・准教授）	

大野	 博之（福岡女学院大学大学院・教授）	

菅野	 信夫（天理大学・教授）	

岸	 	 良範（茨城大学大学院・教授）	

倉戸由紀子（追手門学院大学・名誉教授）	

橘	 	 玲子（新潟青陵大学・講師）	

田畑	 	 治（名古屋大学・名誉教授）	

馬場	 禮子（中野臨床心理研究室・室長）	

深津千賀子（大妻女子大学・名誉教授）	

山下	 景子（元徳島文理大学・教授）	

横山	 知行（新潟大学・教授）	

	 	 幹事	

浅田	 剛正（新潟青陵大学・准教授）	

井芹	 聖文（京都文教大学・専任研究員）	

葛西真記子（鳴門教育大学・教授）	

片畑真由美（仁愛大学・准教授）	

髙橋	 	 悟（島根大学・准教授）	

恒吉	 徹三（山口大学・教授）	

	

（３）申し立て審査委員会委員（定数６名/現在数６名）	 ◎委員長（１名）	 ○副委員長（１名）	

◎岡堂	 哲雄（聖徳大学大学院・教授/文教大学・名誉教授）	

○滝口	 俊子（放送大学・名誉教授）	

乾	 	 吉佑（多摩心理臨床研究室・室長/専修大学・名誉教授）	

鵜養	 美昭（日本女子大学・教授）	

小谷	 英文（ＰＡＳ心理教育研究所・理事長/国際基督教大学・名誉教授）	

佐藤	 忠司（新潟心理相談システム・主宰）	
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（４）判定評価チーム	

①鹿児島大学大学院担当（定数６名）	 ◎主査（１名）	 ○副査（１名）	

◎岡本	 淳子（国際医療福祉大学大学院・特任教授）	

○菅野	 信夫（天理大学・教授）	

倉戸由紀子（追手門学院大学・名誉教授）	

岸	 	 良範（茨城大学大学院・教授）	

高桑	 三男（京都市総合教育センター・顧問/元京都市教育委員会・教育長）	

中條	 信義（徳島大学・名誉教授/前放送大学徳島学習センター・所長）	

②広島国際大学大学院担当（定数６名）	 ◎主査（１名）	 ○副査（１名）	

◎名取	 琢自（京都文教大学・教授）	

○田畑	 	 治（名古屋大学・名誉教授）	

橘	 	 玲子（新潟青陵大学・講師）	

山下	 景子（元徳島文理大学・教授）	

近藤日出夫（佛教大学・教授/前東京少年鑑別所・所長）	

吉田	 素文（国際医療福祉大学・教授）	

③帝塚山学院大学大学院担当（定数６名）	 ◎主査（１名）	 ○副査（１名）	

◎伊藤	 良子（京都大学・名誉教授）	

○深津千賀子（大妻女子大学・名誉教授）	

横山	 知行（新潟大学・教授）	

青木紀久代（お茶の水女子大学・准教授）	

桶谷	 	 守（京都教育大学・名誉教授/大津市教育委員会・委員長）	

鈴木	 	 誠（くわな心理相談室・主宰）	

	

（５）作業委員会	

①鹿児島大学大学院担当	

岡本	 淳子（国際医療福祉大学大学院・特任教授）	

菅野	 信夫（天理大学・教授）	

葛西真記子（鳴門教育大学・教授）	

浅田	 剛正（新潟青陵大学・准教授）	

②広島国際大学大学院担当	

名取	 琢自（京都文教大学・教授）	

田畑	 	 治（名古屋大学・名誉教授）	

恒吉	 徹三（山口大学・教授）	

井芹	 聖文（京都文教大学・専任研究員）	

③帝塚山学院大学大学院担当	

伊藤	 良子（京都大学・名誉教授）	

深津千賀子（大妻女子大学・名誉教授）	

髙橋	 	 悟（島根大学・准教授）	

片畑真由美（仁愛大学・准教授）	
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４	 認証評価の経過の概要	

	

（１）認証評価申請の案内〔平成 27(2015)年８月 31 日〕	

平成 28 年度を評価実施年度とする専門職大学院３校（鹿児島大学大学院、広島国際大学

大学院、帝塚山学院大学大学院）に対して、申請の案内を送付した。	

	

（２）専門職大学院に対する認証評価に関する説明会〔平成 27(2015)年９月 15 日〕	

平成 28 年度に認証評価を予定している専門職大学院３校を対象に、認証評価のスケジュ

ール、評価基準、手続規則等について説明会を行った。	

	

（３）認証評価申請書の受理	

帝塚山学院大学大学院より平成 27（2015）年９月 11 日付、広島国際大学大学院より同年

９月 18 日付、鹿児島大学大学院より同年９月 28 日付で、認証評価申請書の提出があり、

その申請を受理し、認証評価に着手した。	

	

（４）認証評価に関する委員会〔平成 28(2016)年６月 12 日〕	

認証評価委員会、判定委員会を開催するとともに、評価基準要綱、認証評価に関わる手

続規則等について研修を行った。	

	

（５）判定評価チーム委員の研修会〔平成 28(2016)年６月 12 日〕	

判定評価チーム委員及び幹事を対象に、評価基準、認証評価に関わる手続規則等に加え、

過年度の認証評価作業の実績をもとにした書類審査、訪問調査等の実際的な研修を行った。	

	

（６）自己点検評価報告書の提出〔平成 28(2016)年６月 30 日〕	

鹿児島大学大学院、広島国際大学大学院、帝塚山学院大学大学院より自己点検評価報告

書、大学院基礎データ等が提出された。	

	

（７）事前確認事項一覧表の送付	

事前確認事項一覧表及び提出依頼資料一覧を広島国際大学大学院及び帝塚山学院大学大

学院は平成 28(2016)年８月８日付、鹿児島大学大学院は同年８月９日付で送付した。	

	

（８）事前確認事項回答書の提出	

鹿児島大学大学院より平成 28（2016）年８月 29 日付、広島国際大学大学院及び帝塚山学

院大学大学院より同年８月 30 日付で事前確認事項一覧表に対する回答書が提出された。	

	

（９）認証評価に関わるヒアリング	

自己点検評価報告書及び事前確認事項について、広島国際大学大学院は平成 28(2016)年

９月９日、鹿児島大学大学院は同年９月 12 日、帝塚山学院大学大学院は同年９月 16 日に、

それぞれ来所によるヒアリングを行った。	
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（10）訪問調査	

判定評価チーム委員、幹事及び協会事務局担当職員により、広島国際大学大学院は平成

28(2016)年 10 月 12 日、鹿児島大学大学院は同年 10 月 14 日、帝塚山学院大学大学院は同

年 10 月 20 日に訪問調査を実施した。	

	

（11）認証評価報告書（一次案）の送付〔平成 28(2016)年 11 月 25 日〕	

評価対象大学院３校それぞれに、判定評価チームによる認証評価報告書（一次案）を、

送付した。	

	

（12）認証評価報告書（一次案）への意見の提出	

認証評価報告書（一次案）への意見が、広島国際大学大学院は平成 28（2016）年 12 月

14 日付、鹿児島大学大学院は同年 12 月 16 日付、帝塚山学院大学大学院より同年 12 月 21

日付で提出された。	

	

（13）認証評価報告書（判定評価チーム案）の作成と提出〔平成 29(2017)年１月 20 日〕	

判定評価チームは、当該大学院の意見を参考に、それぞれ認証評価報告書（判定評価チ

ーム案）を作成し、判定委員会に提出した。	

	

（14）認証評価報告書（案）の作成と提出〔平成 29(2017)年２月５日〕	

	 判定委員会は、認証評価報告書（判定評価チーム案）、評価対象大学院３校から提出され

た自己点検評価報告書及び関連諸資料を総括し、当該大学院の認証評価報告書（案）を作

成し、認証評価委員会に提出した。	

	

（15）認証評価報告書の作成と提出〔平成 29(2017)年２月５日〕	

	 認証評価委員会は、認証評価報告書（案）を審議のうえ、評価対象大学院３校の認証評

価報告書を作成し、理事会に提出した。	

	

（16）認証評価報告書の決定〔平成 29(2017)年２月５日〕	

第 139 回理事会において、認証評価委員会から提出された評価対象大学院３校の認証評

価報告書を審議し、決定した。	

	

（17）認証評価報告書の送付と確定〔平成 29(2017)年２月８日〕	

評価対象大学院３校へ平成 29 年２月８日付で認証評価報告書を送付した。所定の期間内

に当該大学院から異議申し立てがなかったため、認証評価報告書が確定した。	

	

（18）認証評価報告書の公表〔平成 29(2017)年３月 31 日〕	

評価対象大学院３校の認証評価報告書を文部科学大臣に送付して報告するとともに、協

会ウェブサイトに掲載し公表した。	

	

（19）認定証の送付〔平成 29(2017)年３月 31 日〕	

	 評価対象大学院３校へ適格認定証を送付した。	
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５	 認証評価の結果の概要	

	 平成 28 年度に申請のあった下記の臨床心理分野専門職大学院について審査した結果、	

当該大学院は本協会が定める評価基準に適合していると認定した。なお、認定の期間は、

平成 34 年３月 31 日までとする。	

	

（１）認証評価の結果、評価基準に適合していると認定した大学院・専攻	

国立大学法人	 鹿児島大学大学院	臨床心理学研究科	臨床心理学専攻（専門職学位課程）	

学 校 法 人	 広島国際大学大学院	心理科学研究科	実践臨床心理学専攻（専門職学位課程）	

学 校 法 人	 帝塚山学院大学大学院	人間科学研究科	臨床心理学専攻（専門職学位課程）	

	

（２）適合していると認定した大学院に対する提言	

	 適合していると認定された大学院へ、専門職大学院として一層の改善を図り充実させる

ために、「勧告」、「改善が望ましい点」、「要望事項」等の提言を行うことがある。「勧告」、

「改善が望ましい点」を付された大学院は、それぞれの指摘についてどのように改善した

かを取りまとめ、年次報告書へ記載して報告しなければならない。	

なお、「要望事項」は、臨床心理分野の専門職大学院としてより一層のレベルアップを目

指しての努力目標として提示するものである。	

	

	

６	 年次報告書	

大学院は、認証評価を受けた翌年度から毎年５月１日現在の大学院の状況を５月末日ま

でに報告しなければならない。報告書には、以下の事項を含めること。	

（１）専任教員の氏名、職名、年齢、専門分野、臨床心理士資格の有無	

（２）入学試験の状況（志願者数、合格者数、競争率等）	

（３）学生の状況（１年生数、２年生数、留年者数、社会人数、留学生数等）	

（４）認証評価を受けた後の重大な変更	

（５）修了生の進路状況（就職先名称、常勤・非常勤の別、進学した大学院の名称等）	

（６）改善が望ましいとされた事項への対処	

	

	

７	 認証評価の実施体制の整備	

本協会は、臨床心理分野専門職大学院の認証評価機関として、平成 21 年度１校、23 年度

３校、25 年度１校、26 年度１校、27 年度１校、のべ７校の認証評価を実施してきた。これ

らの経験知をもとに見出された課題等を踏まえて、平成 28 年度に向けた実施体制を整備し

た。	

	

（１）認証評価の実施体制の整備・強化	

認証評価体制の充実を図るため、判定委員会委員の追加任用を行った。任用に当たって
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は、大学設置、教育課程等に造詣が深く臨床心理士養成に携わる教員、認証評価を受けた

実績を持つ臨床心理分野専門職大学院の教員を念頭に配置した。	

	

（２）認証評価を担当する委員の研修	

認証評価を担当する関係者の研修を、その役割に応じて組織的に行った。	

平成 28 年度認証評価の対象である鹿児島大学大学院、広島国際大学大学院、帝塚山学院

大学大学院は、今回第２回目の認証評価となるため、特に判定評価チーム委員を対象とし

て、平成 23 年度の認証評価結果、翌年度以降の年次報告書を踏まえた、より実質的な研修

を行った。	

	


